
上質紙（ ％）出力時、モノクロ出力は水平 ・垂直 で、カラー出力は水平 ・垂直 で出力してく
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昼休みを利用して読書する生徒
（大住中学校）
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常任委員会の管外視察を実施しました常任委員会の管外視察を実施しました
月 日
【神奈川県逗子市】
（視察項目）
・行政改革（行動計画）
月 日

（視察項目）
【神奈川県大和市】
・市民活動推進条例（市民と
行政との協働）

月８日
【愛知県知多市】
（視察項目）
・人にやさしい街づくり（バ
リアフリー施策）
月９日
【愛知県岡崎市】
（視察項目）
・福祉施設の管理運営
・世界こども博物館見学

月８日
【神奈川県横須賀市】
（視察項目）
・入札制度
月９日

（視察項目）
【東京都立川市】
・空き店舗対策モデル事業
（商店街活性化）

大規模災害による被災者支援に関する意見書
本年は観測史上最多の台風上陸や新潟中越地震が発

生するなど、日本列島は大規模な災害に見舞われたと

ころである。

阪神・淡路大震災から 年を迎える今でも住宅再建

の二重ローン返済に追われたり、災害復興住宅では自

殺、孤独死する方が後を絶たず、家賃が工面できず強

制退去させられる事例が急増している。

今、被災者支援に対して求められることは、被災者

がより早く生活を再建できるよう住宅本体の再建や、

生業再建等に公的支援を行うことが必要である。この

間、鳥取県、宮城県、京都府等は次々に国の制度を上

回る住宅再建への公的支援独自策を創設した。

よって、国会並びに政府におかれては地域のコミュ

ニティが復活し、生活再建が一日も早く可能となるよ

う、被災者生活支援法の拡充を要望する。

容器包装リサイクル法の改正に関する意見書
一般廃棄物の約６割を占める容器包装のリサイクル
を目的として施行された容器包装リサイクル法は、地
方自治体が容器包装廃棄物の分別収集、選別、保管を
行い、製造者等の事業者が再商品化することを義務付
けており、市民、事業者及び行政が協働して取り組み、
資源の有効利用、リサイクル率の向上を目指している。
循環型社会形成推進基本法の目的である発生抑制、
再使用に対する取り組みが弱く、ごみの減量効果は不
十分であり、下記の事項について抜本的な改善を図ら
れるよう強く要望する。

記
収集、選別、保管に係る経費については、製造、販
売業者の負担とする拡大生産者責任を徹底すること。
商品の材質表示の徹底と市民の分別排出やリサイク
ルが容易な容器包装の製造、販売を促進すること。
発生抑制、再使用、再生利用の優先順位で推進し、
デポジット制度の導入等、製造、販売業者の回収を強
化すること。

新たな 食料 農業 農村基本計画 の策定に関する意見書
今般、国際化する経済社会の中で、食に対する信頼

回復と安全・安心な食料の安定供給が特に強く求めら
れている状況にある。国におかれては、食料自給率
％の確保など現行計画が掲げる目標を堅持し、国内農
業生産の増大と安全・安心な食料の安定供給に関する
総合的な対策が講じられるよう、今回の見直しによる
新たな基本計画の策定に当たって、下記のことが十分
反映されるよう強く要望する。

記
生産者と消費者の理解と協力のもと、食料自給率引

き上げ政策を国が推進すること。
集落営農等の多様な形態を担い手として位置づけ、

地域の実情に即し、農産物の価格、所得補償を充実さ
せる経営安定対策を講じること。
優良農地の確保対策及び遊休農地解消対策を講じる

こと。また、土地利用規制の体系を整備し、適正な利
用が確保できる措置も一体的に講じること。
環境保全型農業への支援や、農業資源の保全活動に

対する支援を一層強化すること。

平成 年度地方交付税所要総額確保に関する意見書
平成 年度政府予算編成においては、平成 年度予

算のような大幅な削減が行われることのないよう、国

は誠実に対応し、国と地方の信頼関係を構築し、住民

サービスの低下を来たさないようにすべきである。よ

って、国は、平成 年度政府予算編成に当たり、 地

方交付税の所要総額 が確実に確保されるよう、以下

の事項についてその実現を求めるものである。

記

平成 年度の地方交付税総額は、少なくとも平成

年度の水準以上を確保すること。

税源移譲に伴い、地方交付税の財源調整・財源保障

を強化して対応すること。

地方財政計画上の歳出と決算との乖離については、

投資的経費と経常的経費の実態を踏まえ、一体的に是

正すべきである。

年（平成 年） 月 日


